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公
務
員
は
労
働
基
本
権

の
制
約
を
受
け
る
一
方
、

そ
の
代
償
措
置
と
し
て
人

事
院
・
人
事
委
員
会
に
よ

る
勧
告
制
度
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
、
勧
告
で

決
ま
る
の
だ
か
ら
組
合
の

入
る
余
地
は
な
い
だ
ろ
う

と
思
っ
て
い
る
人
も
い
る

よ
う
で
す
。
し
か
し
、
す

べ
て
の
労
働
条
件
が
勧
告

を
必
要
と
す
る
わ
け
で
は

な
く
、
勧
告
を
必
要
す
る

課
題
も
春
の
早
い
段
階
か

ら
人
事
院
に
対
す
る
要

求
・
交
渉
を
重
ね
て
勧
告

自治労ハラスメント防止啓発川柳自治労ハラスメント防止啓発川柳

枠
組
み
な
ど
大
き
な
課
題

解
決
に
力
を
発
揮
す
る
の

は
国
家
公
務
員
組
合
、
教

職
員
組
合
な
ど
と
の
共
闘

団
体
（
公
務
員
連
絡
会
）

で
す
。
春
（
12
月
及
び
３

月
）
の
段
階
で
は
中
央
に

お
け
る
交
渉
で
人
事
院
、

政
府
に
対
し
て
こ
の
年
の

要
求
課
題
を
明
確
に
示
す

と
と
も
に
こ
の
段
階
の
考

え
方
を
引
き
出
し
ま
す
。

地
方
公
務
員
の
組
合
も
大

き
な
影
響
を
受
け
る
の
で

参
加
し
て
い
ま
す
。
多
く

の
公
務
員
組
合
が
結
集
す

の
内
容
決
定
に
労
働
組
合

は
関
与
し
て
い
ま
す
。
賃

金
労
働
条
件
決
定
ま
で
の

全
て
の
プ
ロ
セ
ス
に
、
労

働
組
合
が
関
与
し
て
い
る

こ
と
を
知
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

力
の
結
集
が
組
合
の
命

春
の
段
階
の
交
渉

　

最
終
的
に
賃
金
労
働
条

件
を
決
定
す
る
の
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
自
治
体
当
局
と

自
治
体
単
位
労
働
組
合
に

よ
る
秋
の
賃
金
確
定
交
渉

で
す
。
一
方
で
、
制
度
の

組
合
は
賃
金
・
労
働
条
件
決
定
の

全
て
の
ス
テ
ー
ジ
に
関
与

通
年
の
取
り
組
み
が
秋
の
賃
金
交
渉
で
結
実
す
る

求
め
る
取
り
組
み
を
始
め

ま
す
。
賃
上
げ
の
勧
告
が

出
て
も
、
政
府
が
勧
告
通

り
に
実
施
し
な
い
こ
と
も

あ
る
か
ら
で
す
。

　

一
方
、
地
方
公
務
員
組

合
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の

労
働
条
件
を
左
右
す
る
人

事
委
員
会
勧
告
に
舞
台
は

移
り
ま
す
。
10
月
上
旬
の

勧
告
に
向
け
て
、
県
の
共

闘
団
体
は
地
公
労
（
県
職

連
合
、
教
職
員
組
合
、
高

校
教
職
員
組
合
、
自
治

労
）
が
主
導
し
て
交
渉

（
地
公
労
交
渉
）
を
進
め

ま
す
。
交
渉
相
手
は
総
務

部
長
で
、
人
事
委
員
会
勧

告
の
実
施
を
は
じ
め
、
勧

告
事
項
で
は
な
い
労
働
条

件
に
つ
い
て
も
県
職
員
に

共
通
の
課
題
を
こ
こ
で
決

め
ま
す
。

　

ま
た
、
全
国
の
横
の
連

携
を
図
る
た
め
、
自
治
労

県
職
共
闘
会
議
で
は
全
人

連
（
全
国
人
事
委
員
会
連

合
会
）
を
通
し
て
申
入

れ
、
交
渉
を
展
開
し
て
い

ま
す
。

県
職
連
合
の
取
り
組
み

　

主
な
賃
金
労
働
条
件
に

つ
い
て
は
地
公
労
の
課
題

と
な
り
ま
す
が
、
人
員
配

置
や
勤
務
時
間
、
職
場
環

境
な
ど
、
単
位
組
合
独
自

の
課
題
を
県
職
交
渉
、
現

業
交
渉
、
病
院
局
交
渉
、

企
業
局
交
渉
で
そ
れ
ぞ
れ

行
い
ま
す
。

　

以
上
の
と
お
り
、
賃
金

労
働
条
件
を
め
ぐ
る
交
渉

は
、
ほ
ぼ
通
年
の
取
り
組

み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の
取
り

組
み
が
等
し
く
重
要
で

す
。
組
合
員
の
皆
さ
ん
も

そ
の
理
解
の
も
と
身
近
な

運
動
に
参
加
し
て
く
だ
さ

い
。

を
尊
重
す
る
こ
と
は
労
使

と
も
責
務
で
す
。
そ
れ
だ

け
に
、
勧
告
に
私
た
ち
の

要
求
を
反
映
さ
せ
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、

人
勧
期
の
取
り
組
み
で

す
。
８
月
上
旬
に
出
る
人

事
院
勧
告
に
向
け
て
、
春

の
段
階
よ
り
具
体
化
し
た

要
求
書
を
提
出
し
、
６
月

下
旬
に
人
勧
期
の
取
り
組

み
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　

交
渉
は
、
審
議
官
、
局

長
、
総
裁
と
順
次
格
上
げ

を
し
て
７
月
下
旬
に
最
終

回
答
を
得
ま
す
。
最
終
交

渉
で
は
、
人
事
院
周
辺
に

中
央
行
動
（
決
起
集
会
、

デ
モ
行
進
等
）
を
配
置

し
、
組
織
の
力
を
最
大
限

結
集
し
ま
す
。

舞
台
は
地
方
へ

地
公
労
の
取
り
組
み

　

人
事
院
勧
告
が
出
れ

ば
、
中
央
で
は
政
府
に
対

し
て
勧
告
の
早
期
実
施
を

■賃金・労働条件決定までの流れと主な取り組み
時期 県職連合 自治労等上部団体

３月

３月27日：春闘要求書提出
（人事委員会／総務部）

２月下旬：春季要求書提出
　　上旬：審議官交渉
　　中旬：局長交渉
　　下旬：総裁／大臣交渉

４月
●人事院対策
　（公務員連絡会）
中旬：人事院交渉

５月
29日：人事委員会交渉
　　　（地公労）

民間給与実態調査
（人事院／人事委員会）　
４／22～６／14

６月 ５日：県職春闘交渉　
（人事課・行政経営課） 下旬　人勧期要求書提出

７月

評議会／協議会
７～９月：要求書提出
９～10月：交渉
●要求書づくり
・実態調査
・支部／評協議会
・機関会議など

上旬：人事院へ署名提出
中旬：人事院交渉
下旬：人事院交渉
　　　決起集会／要請行動

８月
上旬：人事院勧告
上旬～人勧の早期実施を求め
て政府交渉

９月
●人事委員会対策
上旬：地公労申入書提出
中旬／下旬：交渉 

上旬：関東甲信越静人事委員
会要請（自治労）

10月

上旬：人事委員会勧告
●県当局対策
中旬：要求書提出
　・地公労 （総務部長）
　・県職／現業
　（人事／行政経営課長）

●政府対策
上旬：政府局長交渉
中旬：大臣交渉
中旬：人勧実施を閣議決定
　　（給与関係閣僚会議）

11月 上・中旬：賃金確定交渉 上旬：給与法改正案可決

12月

給与条例可決／給与改定 上旬：人事院／政府へ基本要
求書提出

中旬：局長級交渉
中旬：総裁／大臣交渉

る
こ
と
で
大
き
な
岩
を
動

か
す
こ
と
が
可
能
に
な
り

ま
す
。

よ
り
よ
い
勧
告
を
求
め
て

中
央
の
取
り
組
み

　

勧
告
が
出
れ
ば
、
そ
れ
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公
務
労
働
者
の
処
遇
を

め
ぐ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
動

き
が
起
き
て
い
ま
す
。　

愛
知
県
の
大
村
秀
章
知
事

は
４
月
８
日
の
会
見
で
、

自
治
体
の
非
正
規
労
働
者

で
あ
る
「
会
計
年
度
任
用

職
員
」
の
賃
上
げ
を
正
職

員
と
同
様
に
４
月
に
さ
か

の
ぼ
っ
て
支
給
す
る
よ

う
、
県
内
未
実
施
の
市
町

村
に
助
言
す
る
意
向
を
示

し
ま
し
た
。

　

こ
の
問
題
で
は
国
が
昨

年
、
４
月
遡
及
（
そ
き
ゅ

う
）
改
定
を
促
す
通
知
を

出
し
て
い
ま
し
た
が
、
愛

知
、
岐
阜
、
三
重
の
３
県

下
の
自
治
体
は
実
施
が
約

４
割
と
低
水
準
に
と
ど
ま

り
ま
す
。
異
例
の
知
事
発

び
県
内
各
10
地
域
の
メ
ー

デ
ー
と
も
、
コ
ロ
ナ
禍
前

の
規
模
・
内
容
に
戻
し
つ

つ
、
式
典
を
中
心
に
集
合

型
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

４
月
20
日
（
土
）
に
水

戸
地
域
協
議
会
（
水
戸
地

協
）
主
催
の
水
戸
地
域

メ
ー
デ
ー
が
水
戸
市
駿
優

会
館
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。

　

「
連
帯
の
力
で
平
和
と

人
権
を
守
り
、
誰
も
が
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
新
し
い

ス
テ
ー
ジ
へ
！
被
災
地
の

復
旧
・
復
興
に
向
け
て
み

ん
な
で
支
え
合
い
・
助
け

合
お
う
！
」
を
ス
ロ
ー
ガ

ン
に
各
労
働
組
合
か
ら

３
０
０
名
の
な
か
ま
が
集

結
し
ま
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
時
は
中
止
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
き
た
メ
ー

デ
ー
で
し
た
が
、
昨
年
の

第
94
回
メ
ー
デ
ー
か
ら
茨

城
県
中
央
メ
ー
デ
ー
お
よ

５
月
１
日
の
メ
ー
デ
ー

（
Ｍ
ａ
ｙ 

Ｄ
ａ
ｙ
）と
は
？

　

古
く
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
は
「
夏
の
訪
れ
を
祝
う

日
」
と
さ
れ
祝
日
と
さ
れ

て
き
ま
し
た
。

　

一
方
で
、
低
賃
金
と
長

時
間
労
働
に
苦
し
め
ら
れ

て
い
た
米
国
の
労
働
者
が

ゼ
ネ
ラ
ル
ス
ト
ラ
イ
キ
を

行
っ
た
の
が
１
８
８
６
年

の
５
月
１
日
で
、
こ
の
動

き
が
世
界
の
労
働
組
合
に

広
ま
り
、
１
８
９
０
年
５

月
１
日
に
第
１
回
国
際

メ
ー
デ
ー
が
多
く
の
国
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

が
今
に
続
く
「
労
働
者
の

祭
典
」
と
し
て
の
メ
ー

デ
ー
の
起
源
と
な
っ
た
の

で
す
。

第第
9595
回
連
合
茨
城
水
戸
地
域
メ
ー
デ
ー

回
連
合
茨
城
水
戸
地
域
メ
ー
デ
ー

　

原
水
禁
茨
城
県
連
絡
会

（
茨
城
県
平
和
フ
ォ
ー
ラ

ム
と
茨
城
県
平
和
擁
護
県

民
会
議
に
て
構
成
）
は
、

「
第
27
代
高
校
生
平
和
大

使
」
の
募
集
・
国
連
へ
の

派
遣
を
め
ざ
し
て
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

　
「
高
校
生
平
和
大
使
」の

取
り
組
み
は
、
１
９
９
８ 

年
に
イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ

ン
の
核
実
験
を
機
に
核
兵

器
廃
絶
と
平
和
な
世
界
の

実
現
を
訴
え
て
ヒ
ロ
シ

マ
・
ナ
ガ
サ
キ
の
声
を
世

界
に
届
け
る
目
的
で
長
崎

県
か
ら
開
始
さ
れ
、
こ

れ
ま
で
に
全
国
で
26
代
・

４
５
０
人
以
上
の
高
校
生

平
和
大
使
が
、
核
兵
器
廃

絶
を
求
め
る
「
高
校
生

１
万
人
署
名
」
を
携
え
、

国
連
ス
イ
ス
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

を
訪
問
し
、
核
兵
器
廃
絶

と
世
界
平
和
の
訴
え
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の

こ
と
は
国
際
的
に
も
高
く

評
価
さ
れ
て
お
り
、
近
年

は
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
候
補

と
し
て
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

世
界
の
平
和
を
巡
る
環

境
が
大
き
く
変
化
す
る

中
、
核
兵
器
廃
絶
と
世
界

平
和
の
実
現
を
め
ざ
し

て
、
２
０
２
４
年
「
第
27

代
高
校
生
平
和
大
使
」
募

集
を
「
茨
城
高
校
生
平
和

大
使
派
遣
委
員
会
」
と
し

て
、茨
城
県
内
に
お
い
て
、

17
県
目
の
取
り
組
み
と
し

て
進
め
て
い
ま
す
。

「
ビ
リ
ョ
ク
だ
け
ど
　
ム
リ
ョ
ク
で
な
い
」

「
ビ
リ
ョ
ク
だ
け
ど
　
ム
リ
ョ
ク
で
な
い
」

第第
2727
代
高
校
生
平
和
大
使
を
募
集

代
高
校
生
平
和
大
使
を
募
集

第26代高校生平和大使国連訪問

言
の
背
景
に
は
、
理
不
尽

な
制
度
運
用
や
低
処
遇
の

改
善
を
社
会
に
発
信
し
続

け
た
当
該
労
働
組
合
の
地

道
な
運
動
が
あ
り
ま
し

た
。

　

４
月
16
日
に
は
、
勤
務

地
の
異
動
で
地
域
手
当
が

減
る
の
は
違
憲
だ
と
し

て
、
津
地
裁
の
判
事
が
会

見
を
開
き
提
訴
の
意
向
を

発
表
し
ま
し
た
。
報
道
に

よ
れ
ば
、
不
合
理
な
制
度

へ
の
不
満
が
強
く
、
若
手

の
離
職
が
相
次
い
で
い
る

と
い
い
ま
す
。

　

同
様
の
地
域
手
当
は
、

国
や
自
治
体
の
公
務
員
に

も
あ
り
、
同
じ
仕
事
を
し

て
い
る
の
に
、
格
差
は
最

大
20
％
に
も
上
り
ま
す
。

人
事
院
は
今
夏
、
地
域
手

当
の
見
直
し
を
行
い
ま
す

が
、
全
体
を
底
上
げ
す
る

見
直
し
に
し
な
け
れ
ば
、

人
材
不
足
は
改
善
し
な
い

で
し
ょ
う
。

　
「
給
与
構
造
改
革
」
で

傷
つ
け
ら
れ
た
公
務
労
働

者
の
処
遇
改
善
へ
、
今
が

頑
張
り
時
で
す
。

今
が
、
が
ん
ば
り
時
！

今
が
、
が
ん
ば
り
時
！

　
　
　
　
公
務
労
働
者
の
処
遇
改
善

　
　
　
　
公
務
労
働
者
の
処
遇
改
善
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